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業績予想開示に関する実務上の取扱いについて 

 

平 成 24 年 3 月 26 日 

株式会社名古屋証券取引所 

 

はじめに 

 

以下では、名古屋証券取引所（以下「当取引所」といいます。）の上場会社が行う業績予想

開示に関する実務上の取扱いの見直しの内容及び留意事項等について説明いたします。 

 

本資料には、次の内容が含まれています。 

 

Ⅰ．将来予測情報の開示に関する当取引所の基本的な考え方 

 

Ⅱ．実務上の取扱いの見直し内容 

１．「決算短信（サマリー情報）」等の様式の見直し 

・ 【「決算短信（サマリー情報）」の様式イメージ（一部抜粋）】 

・ 【ご参考１：開示対象項目、開示形式又は開示対象期間の追加、変更事例】 

・ 【ご参考２：自由記載形式のご利用イメージ】 

 

２．その他の実務上の留意点等 

（１）投資者との積極的な対話の推奨 

（２）将来予測情報の適切な開示に関する要請 

・ 【将来予測情報の適切な開示に向けた要望事項】 

（３）「次期の業績予想」の開示を行わない場合の留意点等 

ａ．「業績予想の修正等」に係る適時開示義務に関する適切な理解の必要性 

ｂ．内部者取引規制上の「重要事実」が社内に滞留するリスクへの管理の必要性 

ｃ．「選択的な開示」が生ずるリスクの管理の必要性 

ｄ．「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合の自発的な開示の意義 

（４）開示された将来予測情報の期中等における修正 

（５）将来予測情報の位置付けに関する説明の推奨 

・ 【開示する業績予想がコミットメントでないことを示す注意文言の記載例】 

（６）廃止する実務上の取扱い 

 

３．実施時期 
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Ⅰ．将来予測情報の開示に関する当取引所の基本的な考え方 

 

○ 当取引所は、投資者の投資判断に有用な将来予測情報の積極的な開示を、引き続き

上場会社に対して要請いたします。 

○ 将来予測情報の開示の具体的な方法は、決算短信等における「次期の業績予想」の

形式に限定されるものではありません。（注１）（注２） 

 
（注１） 上場会社の将来の見通しに係る記述的な説明や、主要な経営指標（例えば、ＲＯＥなど）の見込み、上

場会社の将来の経営成績に影響を与える財務指標（例えば、設備投資や研究開発に係る支出や減価償却負

担など）の見込みなど、幅広い内容が将来予測情報に含まれます。 

 

（注２） なお、今般の見直しにあたり、「次期の業績予想」の形式による開示を実質的に強制するものと理解さ

れている可能性があることから、当取引所では、「次期の業績予想」の開示内容の追加・変更を行う場合、

又は「次期の業績予想」の開示を行わない場合における一律の「事前相談」及び「理由の開示」の要請を

廃止いたします（詳細につきましては、Ⅱ．２．（６）をご参照ください。）。 

 

我が国では、通期又は四半期の決算内容の開示に際して、上場会社が自社の将来の経営成

績・財政状態等の見通しに係る情報（以下「将来予測情報」といいます。）を開示することが、

長年に亘る実務慣行として広く定着しています。 

 

投資者の投資判断は、一般に、上場会社の将来の企業価値（株式価値）の予測に基づいて

行われることとなりますので、自社の状況及び将来の経営方針に関して最も詳細かつ正確な

情報を有する上場会社自身によって開示される将来予測情報は、投資者にとって有用な投資

判断情報であると位置づけられます。（注３） 

したがって、上場会社と投資者との間の重要な情報格差を解消し、投資者との充実した対

話を通じて証券市場における公正かつ円滑な価格形成を確保する観点から、上場会社の皆様

におかれましては、引き続き、将来予測情報の積極的な開示にお取り組みくださいますよう

お願いいたします。（注４） 

 
（注３） 上場会社自身によって開示される将来予測情報には、経営戦略を立案し、個々の経営上の施策を実施す

る経営者自身の考え方が投影されていることから、証券アナリスト等の高い企業分析能力を有する専門家

によっても、完全に代替生産することは困難であると考えられます。 

 

（注４） こうした将来予測情報の開示の実務は、我が国固有のものではなく、制度としてその開示を義務づけて

いる事例は少ないものの、欧米諸国においても、多くの上場会社が様々な形式で将来予測情報の開示を

行っています。 

 

なお、具体的な将来予測情報の開示方法については、実務上、通期の決算内容の開示に際

して、翌事業年度における「売上高」、「営業利益」、「経常利益」、「当期純利益」、「１株当た

り当期純利益」及び「１株当たり配当金」の予想値を「次期の業績予想」として開示する形

式が広く採用されてまいりました。 

 

こうした「次期の業績予想」は、上場会社の将来の経営方針や、上場会社をとりまく状況

に係る経営者自身の合理的な評価や見通し等を基礎として経営成果に係る直接的な予想を開

示するものであり、実績の決算情報と併せて開示されることもあって、投資者による企業価

値の評価に有用な情報を提供しているものと考えられますが、将来予測情報の開示方法はこ

れに限定されるものではありません。 
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上場会社においては、それぞれの実情を踏まえ、また、投資者との継続的なコミュニケー

ションを通じて、投資者の投資判断に有用な将来予測情報の適切な開示にお取り組みいただ

くようお願いいたします。 

 

 

 

Ⅱ．実務上の取扱いの見直し内容 

１．「決算短信（サマリー情報）」等の様式の見直し 

 

○ 上場会社には、決算発表に際して、将来予測情報の開示に関する自社の実情（注

５）に照らして、「決算短信（サマリー情報）」について、「次期の業績予想」を表形式

で表示している様式か、自由記載形式の様式のいずれかを選択していただきます。 

 
 （注５） 将来予測情報の開示の有無、開示の内容及び形式並びに開示内容の投資者の投資判断情報としての有

用性の程度などについて、上場会社各社の個別の事情を踏まえてご検討ください。 

 

今後、当取引所では、「決算短信（サマリー情報）」の様式について、現在広くご利用をい

ただいている「次期の業績予想」を表形式で表示しているもの（注６）に加え、自由記載形

式のもの（注７）の２種類を提示いたします（具体的な様式は別紙のとおり。）。 

上場会社は、将来予測情報の開示に関する自社の実情に照らし、適切な様式を選択して決

算発表を行ってください。 

 
（注６） 表形式の「次期の業績予想」についても、ＴＤｎｅｔ登録システムにおける「決算短信（サマリー情

報）」の作成に際して、上場会社が個別の事情に応じ、開示対象の項目や開示対象の期間、レンジなどの

開示形式を選択する際の柔軟性を向上しているほか、上場会社において、「次期の業績予想」の枠組みに

囚われない記述的な説明を積極的に追加していただくためのテキスト入力欄を拡充しています。 

 

（注７） 自由記載形式の「自由記載欄」には、例えば、上場会社の個別の事情を踏まえた主要な経営指標の予想

値や将来見通しに係る記述的な説明など、多様な将来予測情報を記載していただくことを想定しています

が、これらに限定されるものではありません。当該欄には、決算発表又は四半期決算発表に際して開示す

る事項のうち、上場会社が投資者の投資判断上有用と判断した情報を、明瞭かつ簡潔に記載していただく

ようお願いいたします。 

 

（注８） 本資料では、日本基準によって連結財務諸表を作成している上場会社を対象とする「決算短信（サマ

リー情報）」の様式（通期第１号様式〔日本基準〕（連結））に基づいて説明いたしますが、その他の様式

（「四半期決算短信（サマリー情報）」の各様式を含む。）についても同様の取扱いとなります。なお、「四

半期決算短信（サマリー情報）」の新様式は、本年６月下旬を目途にＴＤｎｅｔオンライン登録サイトに

よるご作成が可能となる見込みです。それまでの間に四半期決算発表を行う場合であって、見直し後の取

扱いに基づいて「四半期決算短信（サマリー情報）」の開示を予定している場合には、ご不便をお掛けい

たしますが、別途、開示用のＰＤＦファイルをご作成いただく必要があります。 
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【「決算短信（サマリー情報）」の様式イメージ（一部抜粋）】 

 

○ 表形式（注９）（注10） 

 

 
 

（注９） 「表形式」により「決算短信（サマリー情報）」の開示を行う場合においても、例えば、外部環境等の

変動が大きく年次の見通しが困難な場合や、全部又は一部の項目について合理的な予想を算出していない

場合など（これらに限定されるものではありません）、個別の実情に応じて、開示対象項目、開示形式

（特定値の形式によるか、上限及び下限を示したレンジの形式によるか）又は開示対象期間の追加、変更

を行うことが可能です（実際の具体的な開示例については、次頁を参照してください。）。 

 

（注 10） ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト上で、「決算短信（サマリー情報）」をご作成いただく場合、「開示対

象項目」、「開示対象期間」の追加、変更に際して選択可能な内容に、システム上の制約がありますのでご

留意ください。なお、システム上で選択することができない「開示対象項目」又は「開示対象期間」を表

形式で記載したい場合には、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの「決算短信（サマリー情報）」の開示用

ＰＤＦファイルの作成機能をご利用いただくことができませんので、お手数ではございますが、上場会社

において、別途、「決算短信（サマリー情報）」の開示用のＰＤＦファイルをご準備ください。 

 

 

○ 自由記載形式（注11） 

 

 

 
（注 11） 「決算短信（サマリー情報）」の一覧性を確保する観点からは、例えば、決算内容の開示又は四半期決

算内容の開示に際して、「決算短信」等の添付資料、決算補足説明資料又は決算説明会資料において、将

来予測情報の開示を行っている場合には、その概要を当該「自由記載欄」にご記載いただくことが考えら

れます。また、概要の記載に代えて、参照すべき添付資料のページや、別途開示された資料を参照すべき
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旨等を記載することも考えられます。 

なお、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト上で、「決算短信（サマリー情報）」をご作成いただく場合、自

由記載形式では、システム上の制約により、表を作成することができませんのでご注意ください。 

 

 

【ご注意】 

「決算短信（サマリー情報）」の様式の選択、又は開示対象項目、開示形式若しくは開

示対象期間の追加又は変更に際して、ご不明な点がございましたら当取引所までお尋ね

ください。 

業績予想の開示形式に関する一律の事前相談及び理由の付記に関する要請は取り止め

ておりますが、上場会社の皆様からの個別のご相談には対応させていただいております。 
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【ご参考１：開示対象項目、開示形式又は開示対象期間の追加、変更事例】 

 

以下では、これまで実際に「決算短信（サマリー情報）」の「次期の業績予想」の開示に際

して、個別の事情により、開示対象項目、開示形式又は開示対象期間の追加、変更が行われ

た事例について紹介いたします（上場会社各社におけるご検討に際しては、あくまでも自社

の実情に即してご判断ください。）。 

 

○ 年次により業績管理を行っているとの事情から通期の業績予想のみを開示した事例 

 

 

○ 市況により業績が激しく変動するとの事情から通期の業績予想をレンジ形式により

開示した事例 

 

 

○ 事業を取り巻く環境変化が厳しく半期又は通期の見通しが困難との事情から翌四半

期の業績予想をレンジ形式で開示した事例 

 

 
 

○ 決算短信（サマリー情報）においては、通期の「当期純利益」のみ開示した事例

（別途作成の決算補足説明資料では、業種特有の財務指標の予想値をあわせて開示） 

 
 

○ 事業環境が急激に不透明になったとの事情から「売上高」のみを開示した事例 
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【ご参考２：自由記載形式のご利用イメージ】 

 

以下では、これまでの実務において、「決算短信（サマリー情報）」上の表の形式によらず

に将来予測情報の開示を行った事例についてご紹介いたします（上場会社各社におけるご検

討に際しては、あくまでも自社の実情に即してご判断ください。）。 

 

○ 「将来の業績を予想するのに有用と思われる情報」として、定性的な記述を行って

いる事例 

 

 

○ 「将来の業績を予測するために有用と思われる情報」として、経営指標や財務指標

の見込みを開示している事例（一部抜粋）（注12） 

 

 
（注 12） ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト上で、「決算短信（サマリー情報）」をご作成いただく場合、自由記載

形式では、システム上の制約により、表を作成することができませんのでご注意ください。この場合、お

手数ではございますが、上場会社において、別途、「決算短信（サマリー情報）」の開示用のＰＤＦファイ

ルをご準備いただく必要があります。 

 



 8

２．その他の実務上の留意点等 

（１）投資者との積極的な対話の推奨 

 

○ 将来予測情報の開示に係る対応の検討に際しては、積極的な情報開示を通じた、投

資者との対話の充実にお取り組みください。 

 

 

上場会社各社において、将来予測情報の開示に向けた具体的な対応をご検討いただく際に

は、投資者（証券アナリスト、報道機関その他の情報仲介者を含みます。）との間の積極的か

つ継続的なコミュニケーションを通じて、上場会社の実情と投資者のニーズについて相互理

解を図っていただくことが望まれます。 

 

とりわけ、「次期の業績予想」の開示内容の変更を行う場合や、「次期の業績予想」とは異

なる形式で将来予測情報の開示を行う場合には、比較可能性の低下など投資者における利便

性に影響が生ずることが想定されますので、例えば、設備投資計画やそれに伴う減価償却負

担の変動見込み、事業環境に係る見通し（前提条件）や前提条件の変動による業績の感応度

など、投資者における投資判断に有用な将来予測情報の開示の継続及び一層の充実のほか、

「次期の業績予想」を含む将来予測情報の開示全般に関する自社の考え方の提示など、投資

者との積極的なコミュニケーションの実践を通じて、安易な情報開示の後退との批判を招く

ことのないよう特にご留意ください。 

 

 

（２）将来予測情報の適切な開示に関する要請 

 

○ 上場会社各社においては、将来予測情報の合理的な算出及び投資者における適切な

利用への配慮をお願いいたします。 

 

不合理な前提や算定方法に基づく業績予想開示については、これまでに偽計取引や風説の

流布等の法的責任が追及された事例も存在しておりますので、上場会社の皆様におかれまし

ては、将来予測情報の合理的な算出及び投資者における将来予測情報の適切な利用への配慮

について、引き続き、ご留意くださいますようお願いいたします。 

 

 

（３）「次期の業績予想」の開示を行わない場合の留意点等 

 

○ 決算短信において「次期の業績予想」の開示を行わないこととした場合であっても、

社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合には、適時開示等

規則に基づいて、その内容の適時開示が求められる場合がありますので、注意が必要

となります。 

○ 「次期の業績予想」の開示及び期中における適切な修正開示には、適時開示等規則

に抵触するリスク、金融商品取引法上の内部者取引が生ずるリスク、選択的な開示が

生ずるリスクを軽減する効果が存在しております。そうした観点からも、当該内容の

自発的な開示をご検討ください。 

 

 

ａ．「業績予想の修正等」に係る適時開示義務に関する適切な理解の必要性 
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当取引所の適時開示等規則第５条第１項は、「上場会社の属する企業集団の売上高、営業利

益、経常利益又は純利益（中略）について、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない

場合は、公表がされた直近の前連結会計年度の実績値）に比較して当該上場会社が新たに算

出した予想値又は当連結会計年度の決算において差異（中略）が生じた場合」等（注 13）に

ついて、その内容を直ちに開示することを義務づけています。 

 
（注 13） 連結財務諸表非作成会社においては、「上場会社の属する企業集団」を「上場会社」と、「連結会計年

度」を「事業年度」とそれぞれ読み替えてください。また、適時開示等規則第５条第２項は、剰余金の配

当に係る予想値について、同条第３項は、連結財務諸表作成会社における単体の「業績予想」について、

それぞれ開示が必要となる場合を定めておりますので、あわせてご確認ください。 

 

したがって、上場会社が決算短信において「次期の業績予想」の開示を行わないこととし

た場合であっても、社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有しており、その内

容が前期の実績値と乖離したものである場合（適時開示等規則の取扱い３に定める重要性の

判断基準に該当する場合）には、その内容を直ちに開示することが必要となります。 

また、期初において社内に有している「次期の業績予想」に相当する情報と前期実績との

乖離が軽微であった場合でも、期中において新たに算出した予想値や、連結会計年度の末日

後の決算集計において把握された実績値が、前期の実績値と乖離したものである場合には、

同様にその内容を直ちに開示することが必要となります。 

上場会社においては、期初に「次期の業績予想」を開示しないこととした場合であっても、

社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合には、「業績予想」に関す

る開示が一切不要になるわけではないことについて、適切にご理解いただき、社内関係者に

も十分にご周知ください。 

 

 

ｂ．内部者取引規制上の「重要事実」が社内に滞留するリスクの管理の必要性 

 

金融商品取引法上の内部者取引規制においても、「新たな予想値の算出」は重要事実として

規定されておりますので、社内において「予想値」を有している場合には、上場会社及び上

場会社関係者による内部者取引の未然防止の観点からの適切な考慮が必要となります。 

当取引所では、適時開示等規則第３９条において、上場会社の計算における内部者取引を

禁止するとともに、同第４５条において会社関係者による内部者取引の未然防止に向けた必

要な体制整備を求めております。上場会社各社におかれては、「次期の業績予想」の開示を行

わないこととした場合であっても、内部者取引規制上の「予想値」に相当する情報を有して

いる場合には、その情報管理の徹底や、重要事実に該当することとなった場合の適切な情報

開示に向けて、十分な体制整備を図ってください。 

 

 

ｃ．「選択的な開示」が生ずるリスクの管理の必要性 

 

さらに、上場会社の経営成績・財政状態の見込みが投資者の投資判断の基礎となる重要な

情報であることを踏まえると、上場会社が、期初に「次期の業績予想」を開示しないことと

した場合でも、社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合には、そ

の内容を、例えば、特定の取引先、機関投資家、証券アナリスト又は報道機関等との間の日

常的なコミュニケーションにおいて、意図したものであるか否かにかかわらず、個別に提供

してしまうリスク（「選択的な開示」が生じるリスク）も高まることとなります。 
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「選択的な開示」は、個別の上場会社の情報開示姿勢に対する不信感の原因となるだけで

なく、証券市場全体の公正性に対する投資者の不信感をも醸成する懸念がありますので、上

場会社においては、「選択的な開示」の防止及び意図せずして「選択的な開示」を行った場合

の公平かつ速やかな開示の実施について、十分にご配慮くださいますようお願いいたします。 

なお、当取引所では、「選択的な開示」に起因するものであるか否かにかかわらず、上場会

社の会社情報について不明確な情報が生じた場合（例えば、上場会社による適時開示が行わ

れていない段階で、観測報道が行われた場合など）においては、適時開示等規則第１５条第

１項に基づき、その事実関係を上場会社に照会するとともに、照会結果に基づいた適時開示

を求めることとしています。 

 

 

ｄ．「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合の自発的な開示の意義 

 

この点、これまでの実務では、社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有して

いる場合に、その内容を期初あるいは算出時点で開示し、かつ、事業年度の進捗に応じて、

適時に（例えば、四半期決算短信の開示の時点などを捉えて）投資者に対して開示内容の

アップデートを行うことを通じて、内部者取引規制上の重要事実が社内に滞留するリスクや、

特定の者への「選択的な開示」が生ずるリスクが軽減されてきたものと考えられます。 

また、新たに算出した予想値等と公表された予想値との間に乖離が生じた場合の情報開示

を適切に行うための体制整備の観点からも、社内において「次期の業績予想」に相当する情

報を有している場合に、その内容を適時に開示しておくことは有効であると想定されます。 

 

上場会社の皆様におかれましては、こうした「次期の業績予想」の開示のコンプライアン

ス上の効果を踏まえ、「次期の業績予想」の自発的な開示についてご検討ください。 

 

 

【ご注意】 

上記の内容は、将来予測情報の開示形式等に関する事前相談の要請の取止めに伴い、

上場会社の皆様に、一般的にご留意いただきたい事項を改めて整理して記載したもので

す。内容についてのご質問や上場会社各社の個別の事情を踏まえたご相談につきまして

は、当取引所にて随時承っております。 
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（４）開示された将来予測情報の期中等における修正 

 

○ 「次期の業績予想」以外の形式で将来予測情報を開示した場合であっても、開示済

みの将来予測情報について、期中において新たな予想値等を算出した場合には、その

修正に関する適時開示が必要となる場合があります。 

 

 

「次期の業績予想」の形式によらずに将来予測情報の開示を行った場合であっても、開示

後に新たに算出された予想値や事業年度末の経過後に確定した実績値が、直前に公表された

情報と比較して乖離している場合であって、当該乖離の内容等が投資者の投資判断に重要な

影響を与える可能性がある場合には、適時開示の一般原則（適時開示等規則第１２条）にし

たがって、新たに算出された予想値の適時開示が必要となります。 

この場合の「投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性」の判断基準については、将

来予測情報の開示内容に関する検討に際して、あらかじめ上場会社において十分にご考慮い

ただき、適切な開示を行うことができるような体制整備をお図りいただくことが適当である

と考えられます。 

なお、具体的な判断基準の検討にあたっては、開示される将来予測情報の性質に応じて、

例えば、予想値の変動による売上高や利益への影響度合いや、「次期の業績予想」として売上

高や営業利益等の開示を行った場合に適用される重要性の基準（注 14）を考慮することが考

えられます。 

 

（注 14） 例えば、四半期会計期間等の通期以外の期間を対象とする予想値を開示している場合や、受注高・ＥＢ

ＩＴＤＡ・１株あたり利益など、売上高や利益に関連する財務指標により予想値を開示している場合には、

通期の売上高や利益等に係る重要性の基準を援用することが考えられます。 
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（５）将来予測情報の位置付けに関する説明の推奨 

 

○ 投資者による将来予測情報の適切な利用を促す観点から、上場会社に対しては、将

来予測情報の開示に際して、あわせて自社の開示する将来予測情報の位置付けについ

ても説明を行うことを推奨します。 

 

 

将来予測情報、とりわけ「次期の業績予想」の開示に関連して、「一部の投資者などでは、

業績予想は必ず達成されるべきコミットメントであるという誤った理解がなされる」場合が

あり、そうした誤解が「投資者に不利益にはたらく可能性」や、「経営者バイアスを誘引した

り、達成しなかった場合に過度な株価変動をもたらす投資行動を招く」ことが懸念されます。 

 

平成２４年１月１９日付で上場会社各社の情報取扱責任者あてに通知した「業績予想開示

に関する実務上の取扱いの見直し方針について」（名証自規Ｇ第３号）においても言及いたし

ましたとおり、本来、業績予想は、合理的に仮定された条件に基づいて算出されたもので

あって、その達成を約束する趣旨のもの（経営者によるコミットメント）ではなく、業績の

進捗に応じた修正が当然に予定されているものですが、一方で、将来予測情報については、

こうした典型的な意味の「業績予想」だけでなく、幅広い性質の情報が含まれうるものと考

えられます。 

 

そこで、上場会社各社に対しては、将来予測情報の開示に際して、当該情報の背景やその

前提条件として仮定された重要な事項に関する説明とあわせて、当該情報の自社における位

置付け（例えば、客観的予想、目標、保守的なコミットメントなどが想定されますが、これ

らに限定されるものではありません。）について、投資者に適切に理解されるよう、適時開示

資料の表題若しくは記載箇所の区分又は適切な注意表示の付記などの方法により、適切にご

説明いただくことを推奨いたします。 

 

【開示する業績予想がコミットメントでないことを示す注意文言の記載例】 

 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手し

ている情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてそ

の実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大

きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要

因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定さ

れるものではありません。 

（１）・・・ 

（２）・・・ 

 業績予想の前提となる仮定等については、添付資料 P.○○「連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。 
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（６）廃止する実務上の取扱い 

 

以下に掲げる現行の実務上の取扱いについては、今回の見直しを機に廃止するものといた

します。 

 

○ 「原則的な取扱い」（通期及び第２四半期累計期間について、特定の数値により業績

予想を開示すること）と「例外的な取扱い」（原則的な取扱い以外の方法により業績予

想を開示すること又は何らかの事情により業績予想の開示を行わないこと）の区分 

 

○ 上場会社が「原則的な取扱い」と異なる取扱いとする場合における当取引所に対す

る事前相談の要請 

 

○ 上場会社が「原則的な取扱い」と異なる取扱いとする場合における「その理由」の

開示の要請 

 

○ 連結財務諸表非作成会社の第２四半期累計期間、連結財務諸表作成会社の第２四半

期連結累計期間に係る「業績予想」を開示していない場合において、第２四半期に係

る四半期決算内容の確定時に、前年同四半期に係る実績値と、当四半期に係る実績値

との間に開示の目安以上の差異がある場合の「第２四半期累計期間、第２四半期連結

累計期間に係る実績差異」の開示の要請（注15） 

 

（注 15） 第２四半期累計期間に係る業績予想の修正は、内部者取引規制上の重要事実に明示的には該当しないこ

とを踏まえ、「適時開示ガイドブック第４章-６頁に記載の「⑥業績予想を公表しない場合の取扱い」中の

「なお」以下に記載の内容を廃止するものです。 

 

 

３．実施時期 

 

見直し後の取扱いは、本年３月期決算に係る決算発表からの適用を想定しております（前

倒しの適用を妨げるものではございません。）。 

 

本資料に記載された「決算短信（サマリー情報）」の新様式（「表形式」と「自由記載形

式」の２種類の様式の選択）につきましては、本年３月２６日（月）以降に、ＴＤｎｅｔオ

ンライン登録サイトによるご作成が可能となります。（注16） 
 

（注 16） 「四半期決算短信（サマリー情報）」の新様式は、本年６月下旬を目途にＴＤｎｅｔオンライン登録サ

イトによるご作成が可能となる見込みです。それまでの間に四半期決算発表を行う場合であって、見直し

後の取扱いに基づいて「四半期決算短信（サマリー情報）」の開示を予定している場合には、ご不便をお

掛けいたしますが、別途、開示用のＰＤＦファイルをご作成いただく必要があります。 

 

以  上 


